完了届（道路占用）について

○工事を完了した時又は占用を完了し原状復旧した時は、速やかに別添の完了届（道路占用届出書）を１部提出してください。
※高知県電子申請サービスでも提出することができます。詳しくは、高知土木事務所のホームページ（（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170106/）の■各種申請・届出（道路法関係）に掲載しています「道路占用届」をご覧ください。

○添付するもの
（１）道路占用許可書の写し
（２）写真を添付して下さい。
　　①「工事前」又は「占用物件設置前」の状況がわかるもの
②「工事中」又は「占用物件設置中」の状況がわかるもの
③「工事完了後」又は「占用物件撤去後」の状況がわかるもの

※ 工事写真について
　　・工事が伴う完了検査では、埋設深や舗装幅、舗装構成等が計画通りかを確認する必要がありますので、それぞれの施工寸法等がわかる写真を撮影してください。
・また、写真はスケールの目盛りが鮮明に解るように拡大するなどの工夫をしてください。
・特に、ＰＤＦデータで電子申請をされる場合は、文字等が潰れて不鮮明になることがありますので、お気をつけください。

※ 道路の掘削や埋設等の工事においては、完成検査に必要な写真の撮り忘れなどで、写真を添付できない無い場合は、施工実績等を確認するための掘り返し等をお願いする場合がありますのでご注意ください。
（「道路の掘削ならびに復旧の手引き」５(5)(6)参照）
　
提出（問合せ先）
高知土木事務所
道路管理課　道路管理担当　
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